
【東京都杉並区】（共同ポート設置）
〇取組の概要

〇メリット
・利用者は複数の事業者からサービスを選択できる。
・多様な区民ニーズに対応できる。

・利用者が自転車を他社のポートに返却してしまうという間違いが時々起こるため、
看板での周知や、ＨＰなどで注意喚起を行っている。

・令和３年12月〜 区内全域で自転車シェアリング導入の社会実験開始
公有地を無償貸与し、利用状況や事業者の運営状況を検証

・令和７年10月末現在 ポート数（公共用地） ５５箇所
うち、複数の事業者が隣接しているもの ３箇所

【セシオン杉並】【杉並区役所】 【大宮前体育館】

〇工夫している点

杉並区ホームページ︓https://www.city.suginami.tokyo.jp/s092/1671.html


